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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲットエリアのピクセル化照明のための照明装置であり、
　発光装置のアレイと、
　前記発光装置のアレイと前記ターゲットエリアとの間に配設される投影光学部品と、
　前記発光装置のアレイに面する第１開口部及び前記投影光学部品に面する第２開口部、
並びに前記第１開口部と前記第２開口部とを接続する反射面であって、前記投影光学部品
の光軸を囲み、前記光軸に面する反射面を持つ反射構造部とを有する照明装置であって、
　前記投影光学部品が、前記ターゲットエリア上に、前記発光装置のアレイ、及び前記反
射構造部によって作成される前記発光装置のアレイの仮想的拡張部の像を作るよう適合さ
れ、それによって、拡張ピクセル化照明パターンを生成することを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記第１開口部が、前記発光装置のアレイが配設される面に隣接して配置される請求項
１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記第１開口部が、前記発光装置のアレイのまわりに配設される請求項１又は２に記載
の照明装置。
【請求項４】
　前記第１開口部の断面が、基本的に、前記発光装置のアレイの形状に対応する形状をと
る請求項１乃至３のいずれか一項に記載の照明装置。
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【請求項５】
　前記第１開口部の断面が、基本的に、前記投影光学部品の形状に対応する形状をとる請
求項１乃至４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第１開口部の断面が、三角形、矩形、五角形、六角形、円形及び八角形から成るグ
ループから選択される形状をとる請求項１乃至５のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記反射構造部の断面が、前記反射構造部の延在部全体を通して、基本的に、前記第１
開口部の断面の形状に対応する形状をとる請求項１乃至６のいずれか一項に記載の照明装
置。
【請求項８】
　前記発光装置が配設される面において測定される前記発光装置のアレイと前記反射構造
部との間の距離が、前記発光装置のアレイに含まれる前記発光装置間の間隔の半分に相当
する請求項１乃至７のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記発光装置のアレイと前記投影光学部品との間の距離ｖと、
　前記投影光学部品と前記ターゲットエリアとの間の距離ｂとの間の関係が、
【数３】

と表されることができ、ここで、ｆは、前記投影光学部品の焦点距離である請求項１乃至
８のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記光軸の方向における前記反射構造部の延在部が、前記第２開口部の外周部が、前記
投影光学部品の周縁部から、前記光軸を通して、前記発光装置のアレイが配設される面内
の領域であって、前記投影光学部品によってとらえられることができる領域に対応する領
域の周縁部へ引かれる想像直線に接するような延在部である請求項１乃至９のいずれか一
項に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記第１開口部の断面が、前記第２開口部の断面より小さい請求項１乃至１０のいずれ
か一項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記第１開口部と前記第２開口部とを接続する前記反射面が、前記第１開口部の周縁部
上のあらゆる点から、想像直線が、前記反射面に沿って、前記第２開口部の周縁部上の点
へ引かれ得るような反射面である請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の照明装置。

【請求項１３】
　前記反射面が、並んで配設される少なくとも３つの、基本的に平坦で、基本的に矩形の
壁部によって形成される請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記投影光学部品が投影レンズである請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の照明装
置。
【請求項１５】
　前記発光装置のアレイが、少なくとも、第１の色の第１の発光ダイオードと、少なくと
も、第２の色の第２の発光ダイオードとを有し、前記第１の色と前記第２の色とが互いに
異なる請求項１乃至１４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１６】
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　前記発光装置のアレイと前記投影光学部品との間に光成形ディフューザが配設される請
求項１乃至１５のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６のいずれか一項に記載の照明装置と、ユーザが前記ピクセル化照明パ
ターンを制御することを可能にするユーザインタフェースとを有する投影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ターゲットエリアのピクセル化照明（pixelated illumination）のための照
明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）のルーメン出力の向上は、照明システムにおけるＬＥＤの利
用に関して、より良い可能性をもたらしている。特に、多数の色及び光度から成るパター
ンを作成するためのシステムは、例えば、舞台及びスタジオ照明、並びに消費者のための
動的照明システムのようなアプリケーションにおいて、魅力的である。
【０００３】
　市場には、既に、ＬＥＤを用いる照明システムが数多く存在する。しかしながら、一般
に、高度なピクセル化を提供するには、多数のＬＥＤが必要となる。それ故、現在の照明
システムは、高いコストを伴い、したがって、主に、プロの市場用に設計されている。し
たがって、ターゲットエリアのピクセル化照明のための改良されたコスト効率の高い照明
システムのニーズがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の広い目的は、従来技術の上記及び他の不利な点を鑑みて、限られた数のＬＥＤ
しか持たないが、投影画像の高度なピクセル化、より効率的な照明及びコスト低減を提供
する、ピクセル化照明のための照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の或る態様によれば、ターゲットエリアのピクセル化照明のための照明装置であ
り、発光装置のアレイと、前記発光装置のアレイと前記ターゲットエリアとの間に配設さ
れる投影光学部品と、前記発光装置のアレイに面する第１開口部及び前記投影光学部品に
面する第２開口部、並びに前記第１開口部と前記第２開口部とを接続する反射面であって
、前記投影光学部品の光軸を囲み、前記光軸に面する反射面を持つ反射構造部とを有する
照明装置であって、前記投影光学部品が、前記ターゲットエリア上に、前記発光装置のア
レイ、及び前記反射構造部によって作成される前記発光装置のアレイの仮想的拡張部の像
を作るよう適合され、それによって、拡張ピクセル化照明パターンを生成する照明装置が
提供される。
【０００６】
　前記発光装置のアレイの仮想的拡張部を作成するのに反射構造部を利用することによっ
て、必要とされる発光装置の数を最小限にしながら、前記照明パターンにおいて高度なピ
クセル化が達成され得る。これは、前記照明装置に関連するコストを低減させる。前記反
射構造部は、全体的なシステム効率も向上させる。なぜなら、通常は前記投影光学部品に
よってとらえられないであろう光が、前記反射構造部によって、前記投影光学部品を通過
するように向け直されるからである。したがって、この光は、失われず、より大きな角度
において画像を作成するのを可能にする。
【０００７】
　米国特許第US 7,077,525号は、面を照明するための、ＬＥＤアレイ、ライトパイプ及び
結像レンズを開示している。この場合には、前記結像レンズは、前記ライトパイプの出力
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プ内での混合又は均一化により、明るさが一様であるであろう。したがって、米国特許第
US 7,077,525号の構成と本発明との間には根本的な違いがある。本発明は、前記ライトパ
イプの射出窓ではなく、前記発光装置のアレイの像を作る。したがって、本発明による構
成では、一様な照明ではなく、ピクセル化照明パターンが達成され得る。
【０００８】
　本発明は、前記発光装置のアレイと前記投影光学部品との間に反射構造部を配設するこ
とによって、前記発光装置のアレイの仮想的拡張が達成され得るという理解に基づいてい
る。前記投影光学部品を、前記発光装置のアレイ、及び前記発光装置のアレイの前記仮想
的拡張部の像を作るよう配設することによって、主に、前記投影光学部品の視野によって
制限される、ピクセル化照明パターンが作成され得る。ここでは、前記投影光学部品の前
記視野とは、前記光軸に対する横方向位置であって、前記投影光学部品によって適切に像
を作られるであろう横方向位置のことを意味する。したがって、発光装置の数は、十分な
レベルのアドレス指定可能なピクセルを持つのに最適な量にまで削減され得る。
【０００９】
　前記第１開口部は、前記発光装置のアレイが配設される面に隣接して配置され得る。こ
れは、規則正しい照明パターンを作成することを可能にする。なぜなら、そうでない場合
には、結果として生じる前記照明パターンにおいて、前記発光装置のアレイに対応する部
分と前記発光装置のアレイの前記仮想的拡張部に対応する部分との間に間隙を生じ得るか
らである。同じ目的は、前記第１開口部を、前記発光装置のアレイより幾らか下に配設す
ることによっても達成され得る。
【００１０】
　前記第１開口部は、前記発光装置のアレイのまわりに配設され得る。
【００１１】
　前記第１開口部の断面は、基本的に、前記発光装置のアレイの形状に対応する形状をと
り得る。これは、結果として生じる前記ピクセル化照明パターンにおける規則正しいピク
セル化を可能にする。
【００１２】
　前記第１開口部の断面は、前記効率を向上させるために、基本的に、前記投影光学部品
の形状に対応する形状をとり得る。
【００１３】
　前記第１開口部の断面は、三角形、矩形、五角形、六角形、円形及び八角形から成るグ
ループから選択される形状をとり得る。したがって、前記投影光学部品の優れた近似が達
成され得る一方で、前記反射構造部は実際に製造するのに適しており、それによって、優
れたパフォーマンスと費用対効果との両方を達成する。
【００１４】
　前記反射構造部の断面は、前記反射構造部の延在部全体を通して、基本的に、前記第１
開口部の断面の形状に対応する形状をとり得る。これは、前記像の、前記発光装置のアレ
イの前記仮想的拡張部に対応する部分の歪みを防止する。前記反射構造部の長さ全体にわ
たって前記断面の形状が一貫している場合であっても、前記断面の大きさは変わり得る。
【００１５】
　前記発光装置が配設される面において測定される前記発光装置のアレイと前記反射構造
部との間の距離は、前記発光装置のアレイに含まれる前記発光装置間の間隔の半分に相当
し得る。これは、規則正しいピクセル化照明パターンを作成することを可能にする。
【００１６】
　前記発光装置のアレイと前記投影光学部品との間の距離ｖと、前記投影光学部品と前記
ターゲットエリアとの間の距離ｂとの間の関係は、
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【数１】

と表されることができ、ここで、ｆは、前記投影光学部品の焦点距離である。この方法に
おいては、シャープなピクセル化照明パターンを達成するための適切な焦点が調節され得
る。しかしながら、時として、滑らかな画像を形成するぼけた照明パターンを作成するこ
とが望まれ得るので、例えば、前記発光装置のアレイと前記投影光学部品との間で相対的
により長い又はより短い距離ｖをとることによって、これらの関係から逸脱することは可
能である。
【００１７】
　或る実施例によれば、前記光軸の方向における前記反射構造部の延在部は、前記第２開
口部の外周部が、前記投影光学部品の周縁部から、前記光軸を通して、前記発光装置のア
レイが配設される面内の領域であって、前記投影光学部品によってとらえられることがで
きる領域に対応する領域の周縁部へ引かれる想像直線に接するような延在部である。これ
は、前記ピクセル化照明パターンの、前記発光装置のアレイに対応する部分、即ち、前記
ピクセル化照明パターンの中央領域が暗くなりすぎるのを防止しながら、前記発光装置の
アレイの前記仮想的拡張部を最大化する。
【００１８】
　前記反射面は、前記光軸に対して平行であり得る。前記反射面を、前記光軸に対して平
行に配設することによって、前記発光装置のアレイの前記仮想的拡張部は、発光装置の無
限大のアレイに相当し得る。これは、結果として生じる前記ピクセル化照明パターンをし
ぼるのも防止する。
【００１９】
　実施例によれば、前記第１開口部の断面は、前記第２開口部の断面より小さい。このよ
うなテーパーの付いた反射構造部は、より小さい投影光学部品が用いられ得るように前記
発光装置のアレイの前記仮想的拡張部が「しぼられる」ので、有利であり得る。同じレン
ズパラメータで、同じピクセル化を達成するのにより多くの発光装置を持つ従来の照明装
置を用いることは、ずっと効率的ではない。前記発光装置のアレイの仮想的拡張部を利用
することによって達成されるのと同じ効率及びピクセル化を従来の照明装置のために得る
ためには、前記投影光学部品は、大きさがより大きくなければならない。したがって、前
記発光装置のアレイの仮想的拡張部を利用することによって、高度なピクセル化を持つ照
明パターンに対しても、十分な効率を達成するためのかさばる光学部品の必要性をなくす
ことができ、コンパクトな設計を可能にする。ここでは、効率とは、生成されるルーメン
と前記ターゲットエリアにおけるルーメンとの間の比率を意味する。
【００２０】
　前記第１開口部と前記第２開口部とを接続する前記反射面は、前記第１開口部の周縁部
上のあらゆる点のために、想像直線が、前記反射面に沿って、前記第２開口部の周縁部上
の点へ引かれ得るような反射面であり得る。
【００２１】
　前記反射面は、並んで配設される少なくとも３つの基本的に平坦な壁部によって形成さ
れ得る。単純な例においては、各壁部は、基本的に矩形であり得る。
【００２２】
　前記投影光学部品は投影レンズであり得る。
【００２３】
　前記発光装置のアレイは、少なくとも、第１の色の第１の発光ダイオード（Ｒ）と、少
なくとも、第２の色の第２の発光ダイオード（Ｇ）とを有してもよく、前記第１の色と前
記第２の色とは互いに異なる。異なる色の発光装置を利用することによって、多数の色及
び光度のパターンが生成され得る。
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【００２４】
　前記発光装置のぼけた像を作成するためには、前記発光装置のアレイと前記投影光学部
品との間の、好ましくは前記投影光学部品からの距離が前記レンズの焦点距離の１／２で
あるところに、光成形ディフューザが配設され得る。したがって、前記発光装置間の変わ
り目が目に見えない滑らかなパターンが得られ得る。ディフューザがない場合には、個々
の発光装置が目に見え得る。なぜなら、前記発光装置は、物理的な大きさを持ち、前記発
光装置のアレイにおいて間隔なしに互いの隣に配置されることができないからである。ま
た、発光領域は、通常、前記発光装置の全域にわたっては延在しない。
【００２５】
　他の目的、特徴及び利点は、以下の詳細な開示、添付の従属請求項及び図面から明らか
になるであろう。
【００２６】
　本発明の、上記の及び付加的な、目的、特徴及び利点は、以下の、添付の図面に関する
本発明の好ましい実施例の、説明的な、非限定的な詳細な記載を通してよりよく理解され
るであろう。添付の図面においては、同様な要素には同じ参照符号が用いられている。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明による投影システムの概略図である。
【図２】照明装置に含まれる構成要素の配置の断面図である。
【図３】発光装置のアレイ、反射構造部及び投影光学部品の配置の概略図である。
【図４】テーパーのない反射構造部の適切な高さを選択するためのおおまかなやり方を図
示する。
【図５】テーパーの付いた反射構造部の適切な高さを選択するためのおおまかなやり方を
図示する。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図１乃至５を参照して、本発明の好ましい実施例を説明する。
【００２９】
　図１は、スクリーン３などのターゲットエリア３上にピクセル化照明パターン２を生成
するよう構成される照明装置１を図示している。照明装置１は、ユーザが照明を制御する
ことを可能にするユーザインタフェース８に接続される。
【００３０】
　図２に示されているように、照明装置１は、発光装置のアレイ４、レンズなどの投影光
学部品５、及び発光装置のアレイ４と投影光学部品５との間に配設される反射構造部６を
有する。以下ではＬＥＤアレイと呼ぶ発光装置のアレイ４は、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）及
び青色（Ｂ）などの様々な色の別々の発光ダイオード４１（ＬＥＤ）を含み得る。他の例
においては、ＬＥＤアレイは、１つのパッケージ内に様々な色を備えるＬＥＤモジュール
を含み得る。ＬＥＤ４１は、関連駆動電子回路と一緒にプリント回路基板（ＰＣＢ）上に
配設される。ＬＥＤ４１は、ここでは、ＬＥＤアレイ４の領域にわたって一様に分布させ
られ、それによって、正方形のマトリックスを形成する。用いられるＬＥＤの数は様々で
あり得る。８×８個のＲＧＢパッケージのアレイを具備する照明装置は、良好な解像度の
画像の結果として生じる画像でテストされる。民生用アプリケーションには、おそらく、
例えば５×５個のＲＧＢパッケージのアレイのような、より小さいＬＥＤアレイで十分で
あろう。別の実施例においては、ＬＥＤアレイ４は、効率を更に高めるために、より、投
影光学部品の形状に似ている形状をとり得る。例えば、円形のレンズにより近づけるため
に六角形の形状をしたＬＥＤアレイ４が用いられ得る。
【００３１】
　ＬＥＤアレイ４は、様々なＬＥＤ４１を電子制御システムを介して個々にアドレス指定
し、駆動することができる中央演算処理装置（ＣＰＵ）に接続され得る。一般に、所定の
及び／又はユーザ生成画像シーケンスを記憶するためのメモリを備えているＣＰＵは、ユ
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ーザインタフェース８に接続され、それによって、ユーザがピクセル化照明を制御するこ
とを可能にする。
【００３２】
　図３に示されているように、鏡構造部６とも呼ばれる反射構造部６は、ここでは、４つ
の基本的に平坦な鏡壁部６１乃至６４を有する。鏡壁部６１乃至６４は、互いの隣に配設
されるので、それらは、ＬＥＤアレイ４に面する第１開口部９とレンズ５に面する第２開
口部１０とを備え、正方形の断面を持つ管を形成する。鏡構造部６は、鏡構造部６の反射
面がレンズ５の光軸１１を取り囲んでいる状態で、ＬＥＤアレイ４のまわりに配設される
。第１開口部９は、好ましくは、ＬＥＤアレイ４の面内に、又はＬＥＤアレイ４の面より
幾らか下に配設される。基本的に、ＬＥＤアレイ４が、鏡構造部６の第１開口部９をふさ
ぎ、ＬＥＤアレイ４が配設される面において測定されるＬＥＤアレイ４（即ち、鏡壁部の
隣に配設されるＬＥＤ４１）と鏡壁部６１乃至６４との間の距離は、ＬＥＤアレイ４のＬ
ＥＤ４１間の間隔の半分に相当する。矩形のＬＥＤアレイ４は、好ましくは、対称性のた
めに矩形又は六角形の鏡構造部６によって映し出される。六角形の鏡構造部は、円形のレ
ンズにとっては、より、レンズの形状に似ているので、有利であり得る。
【００３３】
　ここで、図３、４及び５を参照して、鏡構造部の効果を説明する。光は、ＬＥＤアレイ
４から放射されるので、前記光の幾らかは、鏡構造部６によって反射され、ＬＥＤアレイ
の仮想的拡張部７をもたらす。ＬＥＤアレイ４及びそれの仮想的拡張部７は、レンズ５に
よって像を作られ、それによって、スクリーン３上に拡張照明パターン２を得る。ここで
、画像２４の中央部は、ＬＥＤアレイ４に対応し、周囲領域２７は、ＬＥＤアレイ４の仮
想的拡張部７に対応する。
【００３４】
　図４に図示されているように光軸１１に対して平行に配設される鏡６１乃至６４を備え
るテーパーのない鏡構造部６は、光学的に無限に大きいＬＥＤアレイという効果を与える
であろう。したがって、結果として生じる拡張照明パターン２は、主に、投影レンズの視
野によって制限される。更に、仮想的拡張部７は、ＬＥＤアレイ４と同じ面内にあり、し
たがって、矩形のパターンを作成することを可能にする。
【００３５】
　鏡構造部３の高さ（即ち、光軸１１の方向におけるそれの延在部）は、様々であっても
よく、一般に、レンズの直径、焦点距離及びレンズの視野などの要素に依存する。しかし
ながら、図４は、テーパーのない鏡構造部の高さの決定の良好なおおまかなやり方を図示
している。ここでは、鏡構造部６は、ちょうど、発光装置のアレイの仮想的拡張部７にお
けるレンズの使用可能な視野の縁端部を出発する光線が、レンズ５の開口部に当たり、適
切に像を作られるような高さである。ここでは、レンズの視野とは、光軸１１に対する横
方向位置であって、レンズ５によって適切に像を作られるであろう横方向位置のことを意
味する。
【００３６】
　換言すれば、ＬＥＤアレイ４が配設される面におけるレンズの視野の周縁部上の点Ａか
ら投影システムの光軸を通して投影光学部品の周縁部上の点Ａへ引かれる想像直線１３は
、鏡構造部６の第２開口部９に接するであろう。
【００３７】
　鏡構造部６が、図４のものより高い場合には、仮想的拡張部７の大きさは、同じままで
あろう。更に、仮想的拡張部７からの照明はより強くなり、ＬＥＤアレイ４からの照明は
より弱くなるであろう。即ち、画像の中央部は暗くなるであろう。他方、鏡構造部６がよ
り低い場合には、これはＬＥＤアレイのより小さい仮想的拡張部７をもたらすであろう。
【００３８】
　図５は、テーパーの付いた鏡構造部について対応する状況を図示している。鏡構造部６
は、ちょうど、発光装置のアレイの仮想的拡張部７におけるレンズの使用可能な視野の縁
端部を出発する光線が、レンズ５の開口部に当たり、適切に像を作られるような高さであ
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【００３９】
　図５に図示されているような第２開口部１０より小さい第１開口部９を備えるテーパー
の付いた鏡構造部６の場合は、鏡壁部６が、もはや、ＬＥＤアレイ４が配設される面に対
して垂直ではないので、仮想的拡張部７は、もはや、ＬＥＤアレイと同じ面内にはない。
これは、鏡構造部６とＬＥＤアレイ４が配設される面との間の角度βは、鏡構造部６と仮
想的拡張部７との間の角度αと常に同じであると理解され得る。したがって、発光装置の
アレイの仮想的拡張部７は、「しぼられ」、より小さい投影光学部品５を用いることを可
能にする。
【００４０】
　図２を参照すると、ＬＥＤアレイ４とスクリーン２との間に配設されるレンズ５は、こ
こでは、単一の投影レンズである。シャープな照明パターンを供給するための、ＬＥＤア
レイ４とレンズ５との間の適切な距離ｖは、
【数２】

から導き出されることができ、ここで、ｆは、投影光学部品の焦点距離であり、ｂは、レ
ンズ５とスクリーン３との間の距離である。ＬＥＤアレイ４とレンズ５との間の距離ｖは
、焦点を調節するために少し変えられ得る。距離ｖはまた、ぼけた画像を作成するために
、故意に、より短く又はより長くされ得る。
【００４１】
　更に、ＬＥＤのスムーズな投影をもたらすため、ＬＥＤアレイ４とレンズ５との間のど
こかに、例えば株式会社ＰＯＣから市販されている光成形ディフューザ１２が配設され得
る。光成形ディフューザ１２とレンズ５との間の距離は、レンズ５の焦点距離の約１／２
である。ディフューザ１２は、ＬＥＤのスムーズな投影をもたらし、個々のＬＥＤ４１が
目に見えないようにする。ピクセル化照明パターンにおいて個々のＬＥＤ４１が目に見え
るようにするためには、ディフューザが取り除かれ得る。
【００４２】
　１つ以上の照明装置１を有する投影システムの実施例によれば、ユーザは、ユーザイン
タフェース８を介して照明パターン２を制御することができる。ユーザ入力は、ＣＰＵの
メモリに記憶される。照明中、ＣＰＵは、メモリに記憶された所定の及び／又はユーザ生
成画像シーケンスに基づいて、電子制御システムを介して、別々の発光装置４１を個々に
アドレス指定し、駆動する。光はＬＥＤアレイ４から放射されるので、光の幾らかは、反
射構造部６によって反射され、発光装置のアレイ４の仮想的拡張部７をもたらすであろう
。発光装置のアレイ４及びそれの仮想的拡張部７は、レンズ５によって像を作られ、それ
によって、スクリーン３上に拡張ピクセル化照明パターン２を生成する。
【００４３】
　上記では、本発明を、主に、少数の実施例に関して説明した。しかしながら、当業者に
は容易に理解されるであろうように、添付の特許請求の範囲によって規定されているよう
な本発明の範囲内には、上記で開示されている実施例以外の実施例が、等しくあり得る。
【００４４】
　例えば、反射構造部６の断面は、その長手方向延在部に沿って変化してもよい。更に、
鏡壁部の面は、投影面上に様々なパターンを作成するために、平坦であることができ、又
は湾曲させられることができる。
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